[bookmark: _pel5p3v4sna1]日雇い雇用契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、甲が乙を日雇い労働者として雇用することについて、次のとおり日雇い雇用契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _4or52ji1rhjt]第1条（目的）
本契約は、甲が乙を一時的又は短期間の業務に従事させる目的で雇用するにあたり、労働条件及び双方の権利義務を明確にすることを目的とする。

[bookmark: _q1xv7vi5971g]第2条（雇用形態）
1　乙の雇用形態は日雇い労働者とする。
2　本契約に基づく雇用は、原則として1日単位又は短期間の業務に限り有効とする。
3　甲は必要に応じ、乙に対して業務依頼を行い、乙がこれを承諾した場合に限り労働契約が成立するものとする。

[bookmark: _vkg7keu2m932]第3条（業務内容）
乙が従事する業務は、次の各号のいずれか又はこれに関連する業務とする。
· 軽作業
· 倉庫作業
· 事務補助
· 清掃作業
· イベント補助
· その他甲が指示する業務

[bookmark: _r2id71gpzp9b]第4条（勤務場所）
乙の勤務場所は、次のとおりとする。
· 甲の事業所
· 甲が指定する作業現場
· その他甲が指定する場所

[bookmark: _e2hy0fe67lnm]第5条（勤務時間）
1　勤務時間は、原則として1日●時間以内とする。
2　始業及び終業時刻は、業務ごとに甲が定め、乙に通知する。
3　業務の都合により、時間外労働を命じる場合がある。

[bookmark: _fjrzj49zyuqy]第6条（賃金）
1　乙の賃金は、次のいずれかの方法により支払う。
· 日給制
· 時給制
2　賃金額は、次のとおりとする。
日給　●円
又は
時給　●円
3　賃金は、業務終了後又は所定の支払日に、乙が指定する方法により支払う。
4　法令に基づく所得税その他必要な控除を行うことがある。

[bookmark: _a06xlqfq5hk0]第7条（交通費）
交通費の支給については、次のとおりとする。
· 実費支給
· 一部支給
· 支給なし
具体的条件は業務ごとに定める。

[bookmark: _rvs84sd0jogn]第8条（服務規律）
乙は、勤務にあたり次の事項を遵守しなければならない。
· 法令及び甲の就業ルールを遵守すること
· 甲の指示に従い誠実に業務を行うこと
· 業務上知り得た情報を第三者に漏らさないこと
· 他の労働者や顧客に迷惑を及ぼす行為を行わないこと
· 安全衛生に配慮し事故防止に努めること

[bookmark: _vexr3g5din2h]第9条（秘密保持）
1　乙は、業務上知り得た甲の営業情報、技術情報、顧客情報その他の秘密情報を、第三者に漏えいしてはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も存続する。

[bookmark: _h259uwjq0ci]第10条（安全衛生）
1　乙は、作業中の安全確保のため、甲の安全指示を遵守しなければならない。
2　事故又は負傷が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するものとする。

[bookmark: _x8itidsobaiz]第11条（損害賠償）
乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。

[bookmark: _kbiwdgf6yiw3]第12条（契約終了）
本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。
· 当該業務が終了したとき
· 契約期間が満了したとき
· 甲乙双方の合意があったとき
· 法令又は本契約に違反した場合

[bookmark: _d0bcv2odjlgd]第13条（反社会的勢力の排除）
1　甲及び乙は、自ら又は関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
2　前項に違反した場合、相手方は何らの催告なく本契約を解除できる。

[bookmark: _3kh9bwk7iu3f]第14条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _o81p1fstz80t]第15条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _1k1rtujxvbtl]第16条（契約期間）
本契約の有効期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。ただし、日雇い業務については業務ごとに契約が成立するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

●年●月●日

甲
会社名：
住所：
代表者：

乙
氏名：
住所：
生年月日：

